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第 ４ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２９年４月１８日（火）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6 田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・ 7 椋下
むくした

 保
たもつ

・14 宮本
みやもと

 政
まさ

春
はる

・15 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

16 中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

・17 西森
にしもり

 偉
よし

統
のり

・18 結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・20 諸
もろ

戸
と

 善
よし

昭
あき

 

22 中野
な か の

 たつ子
こ

・23 片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

                                    以上１０名 

 

欠 席 部 会 委 員    

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・鈴村事務局次長・若松主査 

 

総 合 支 所   久居：加賀担当副主幹 一志：坂口担当主幹 白山：村山担当副主幹 

          美杉：前山主査 

 

議 事 録 署 名 者  16 中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

・18 結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

 
 
 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第４号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第７号 非農地証明願について 

 議案第８号 経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

       について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   第４回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日、議事録署名者に１６番 中谷委員、１８番 結城委員、ご両人よろし

くお願いします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第４

号につきまして、事務局から一括して報告をお願いします。お願いします。 

 

事 務 局   大変失礼ですけれども座って説明させていただきます。よろしくお願いいた

します。 

       議案書の１ページから４ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から２８で、４ページをお願いします。 

       合計件数は２８件、合計面積は７万５，８４０㎡、その内訳は田が７万４，

０８４㎡、畑が１，７５６㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

       ５ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から３で、合計で件数は３件、合計面積は２，５４０㎡で、その内訳

は田が１，４７２㎡、畑が１，０６８㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       ６ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、駐車場用地、番号２、宅地、番号３から番号６、一般個人住宅用地、

番号７、長屋住宅用地、以上、件数は７件、合計面積は２，１９３．２３㎡、

このうち畑が１，６９０．７６㎡、その他、これは台帳地目が宅地となってい

る農地で、５０２．４７㎡でございます。 

       ７ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地所有適格法人の定期報告についてでございます。 

       番号１、(有)    、主たる耕作物 水稲、耕作面積は、田で１０５ha、

畑で５ha、合計１１０ha。 

       番号２、(有)    、主たる耕作物、水稲、耕作面積 田６５．１４ha、

畑０．２５ha、合計６５．３９ha。 

       番号３、(株)    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で１．２ha。 

       番号４、(有)    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で４１．３ha。 

       番号５、(有)    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で２９．５４h

a。 

       番号６、(有)    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で２．６５ha、

畑０．３１ha、合計２．９６ha。 

       番号７、(有)    、主たる耕作物は茶、耕作面積は、畑４ha。 

       以上件数は７件で、いずれの案件も、組織形態要件、事業要件、構成員要件、

業務執行役員要件の全てを満たしております。 
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       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 
 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局から報告がありましたとおりですので、よろしくお願いします。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を

議題とします。事務局、説明願います。お願いします。 

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、面積８，８００㎡、渡人 （株） 

   代表取締役     、面積８９㎡、申請地 新家町岸角    、台

帳地目・現況地目とも田、面積８９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号２、地区 栗葉、受人     、面積１万１０㎡、渡人     、

面積１万１０㎡、申請地 庄田町谷口    、台帳地目・現況地目とも田、

面積１０６㎡外２筆、合計面積５１３㎡。 

       これにつきましては、親子間の生前部分贈与になります。 

       番号３、地区 高岡、受人     、面積５，１４２．７９㎡、渡人  

   、面積６，７９８㎡、申請地 一志町高野宗垣内    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積３３３㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号４、地区 川口、受人     、面積７，４４１㎡、渡人     、

面積３，５８５㎡、申請地 白山町川口大角    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積２３８㎡。 

       これにつきましては、受人は、耕作に便利であることから、渡人に要望して

申請地を譲り受けるものです。 

       以上、件数は４件、合計面積は１，１７３㎡、このうち田が５３６㎡、畑が

６３７㎡でございます。 

       いずれの案件も、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、

地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。７日に現地確認をしてまいりました。これにつきましては

以前、転用目的が太陽光として数筆許可した中で、極小であるその内１筆に太

陽光パネルを設置出来ない事案が発生したことから、隣接する耕作者に譲り渡

すとのことでした。あと現地確認当日は私と、それから事務局職員、椋下委員、

諸戸部会長と見てまいりましたけれども、別に何ら問題ないということです。
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場所は、    の北側です。 

       以上、あとは事務局の説明どおりです。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番 椋下でございます。去る４月７日の日に部会長と、田口委員、地元推

進委員、事務局、私とで現地を確認させていただきました。場所は、国道１６

５号線の    交差点から南へ約２００ｍのところでございまして、事務局

の説明のとおり何ら問題はないと考えますので、よろしくご審議お願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

守山委員   １５番 守山です。本来であれば、担当委員である片岡委員が説明していた

だくのですけれども、６日の現地確認時に欠席であったため、私が代わりに説

明をさせていただきます。場所は、    神社の真東にある畑で、当日は宮

本委員、私、地元推進委員と現地で説明を受けたわけですが、何ら問題もあり

ません。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。７日の日に西森、中谷の両委員、地元推進委員、白山総

合支所事務局職員２名で確認をしてまいりました。場所は    から東へ約

５００～６００ｍのところです。渡人は労力不足により農作業をしていくのが

困難であったところ、定年後農作業を頑張っていた譲受人から隣接地でもある

ことから譲り受ける旨の要望があったとのことでした。何ら問題はないかと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ただいま、地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺い

したいと思います。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   いかがですか。よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議を

いただきました議案第１号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することを決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃

貸借権）を議題とします。事務局、説明願います。お願いします。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）でご

ざいます。 

       番号１、地区 大三、借人     、面積４万５，８８８．６９㎡、貸人
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     、面積３，４９２㎡、申請地 白山町岡中堂谷    、台帳地目・

現況地目とも田、面積１，９９３㎡外１筆、合計面積２，４９３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人に要望して、１０年間の賃貸借権を設定

し、営農を拡大するものです。 

       件数はこの１件で、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、

地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。１番、

お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。これも７日の日に西森、中谷両委員、白山総合支所事務

局職員２名、借受人とで確認をいたしました。場所はお寺の北側に当たります。

この田は長い間荒れておりましたが、借りて稲作をしたいということで申請を

出されました。何ら問題はないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思い

ます。いかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することを決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついてを議題とします。事務局、説明願います。お願いします。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてでございま

す。 

       番号１、地区 久居、申請者     、申請地 木造町西世古    、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積３７㎡。 

       これにつきましては、昨年８月に許可しました隣接する太陽光発電施設の管

理通路として既に利用されており、始末書の提出がありますことから追認しよ

うとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 栗葉、申請者     、申請地 稲葉町上野    、台

帳地目 畑、現況地目 山林、面積７９６㎡。 

       これにつきましては、昭和５０年以前に植林されており、始末書の提出があ

りますことから追認しようとするものです。 
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       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 家城、申請者     、申請地 白山町城立コライタ   

 、台帳地目 田、現況地目 山林、面積３４７㎡外３筆、合計面積３，１５

２㎡。 

       これにつきましては、昭和５５年ごろから植林されており、始末書の提出が

ありますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 家城、申請者     、申請地 白山町真見小床    、

台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積１５２㎡外１筆、合計面積４９７㎡。 

       これにつきましては、平成２５年１０月ごろに梅、もみじを植林されており、

始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 太郎生、申請者     、申請地 美杉町太郎生漆谷  

  、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，１１０㎡。 

       これにつきましては、クヌギ２００本程度を植樹しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 下多気、申請者     、申請地 美杉町下多気漆   

 、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積６２㎡。 

       これにつきましては、昭和２３年ごろから宅地の一部とされており、始末書

の提出がありますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は６件、合計面積は、５，６５４㎡、このうち田が３，７１１㎡、

畑が１，９４３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第４条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。

１番、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。これも先日７日に地元推進委員、事務局職員、私、椋下委

員、諸戸部会長とで現地確認してまいりました。場所は    跡地の西側で

す。詳細は、事務局の説明どおりで何も問題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番 椋下でございます。これも去る７日の日に部会長、田口委員、地元推

進委員、事務局職員、私とで現地確認をさせていただきました。場所は   

 から北へ約１００ｍのところでございまして、    沿いにございます。

事務局説明のとおり何ら問題はないと思いますのでよろしくご審議お願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、４番、お願いします。 

 

西森委員   １７番 西森です。まず３番のほうから説明します。申請面積が１，０００

㎡を超えておりましたので、４月７日に事務局、守山会長、諸戸部会長、地元
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推進委員、私とで現地立ち会いのほうをさせていただきました。場所は   

 から    へ抜ける道沿いで、非常に山の込み入った目印になるようなも

のもないような所です。植林されるまでよく耕作を維持してこられたなという

印象を受けました。あとは事務局の説明どおりで何ら問題はないと判断しまし

た。 

       次に４番ですが、これも４月７日に中谷、西森両委員、地元推進委員、事務

局で立ち会いをさせていただきました。場所は    という食堂があり、そ

の    沿いに位置します。事務局の説明どおりで梅の木等が植林され景観

としてはすごくよくなっており、あとは何も問題はないと判断させていただき

ました。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。５番、６番、お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。まず５番について説明をしたいと思います。６日の日に

会長、部会長、事務局、地元推進委員と現地確認を行いました。申請地は獣害

による被害が多発し、用排水路が整備されていないことから農地として維持す

るのが困難な場所です。このため、広葉樹を２００本ぐらい植林し山林に転用

したいということでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

       次に６番について説明させていただきます。申請地は道路へ出入りしやすい

便利なところで、昭和２３年頃既に住居が建築され、現在空き家となっている

当該地に居住するとのことです。始末書の提出もありますのでよろしくお願い

したいと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さん方の意見をお聞きしたいと思いま

す。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   意見もないようですので、お諮りします。ただいま審議をいただきました議

案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）ですが、番号１２に関しましては、    委員に関する案

件でございますので、先に番号１２の採決をし、その後、番号１から番号１１、

番号１３から２１の案件について採決したいと思います。 

       それでは、番号１２に関して、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当しますので、    委員、一時退室を願います。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   では、番号１２の説明を事務局願います。 
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事 務 局   １２ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）の番号１２をお願いします。 

       番号１２、地区 八ッ山、受人     、渡人     、申請地 白山

町八対野松垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，４８３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を農業用

の倉庫及び資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第１種農地と判断されます。 

       この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１２番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。４月７日の日に、１，０００㎡を超えていますので守山

会長、諸戸部会長、事務局、西森、中谷の両委員と白山総合支所事務局職員２

名で現地確認をさせていただきました。場所は    の自宅前で、農業機械

などを格納する倉庫が手狭になってきたことから隣接する土地を購入するとい

うことです。何ら問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明が終わりました。この１件についていかがでしょうか。皆さ

ん。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました１件について、ご

異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては許可することと決定したい

と思います。 

           委員入室、お願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件についてを説明願います。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 木造町山

野    、台帳地目・現況地とも畑、面積４６６㎡。 
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       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 久居、受人 （有）     代表取締役     、渡人

     、申請地 戸木町狐塚    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、

面積６４５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、従業員用の駐車

場用地とするものですが、５０年程前に渡人の父が住宅を建築した土地であり、

渡人から経過書が提出されております。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町下

鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積５３２㎡外１筆、合計面積１，

１３０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４１３．２８㎡、パネルの設置率は、土地が不整形であ

りますことから３６．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 栗葉、受人     （株） 代表取締役     、渡人

 亡き    相続人代表    、申請地 稲葉町寺平尾    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積４９９㎡外１筆、合計面積９９８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３７６．２㎡、パネルの設置率は、日影を避けて設置し

ますことから、転用面積の３７．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町下

鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積５８８㎡外１筆、合計面積１，

２０９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５３１．３６㎡、パネルの設置率は、４４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町柊

    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，０５０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５３１．３６㎡、パネルの設置率は、５０．６％になり

ます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 大井の案件ですが、議案書をお送りした後、取り下げの申請

がありましたので、申しわけありませんが、抹消をお願いします。 

       番号８、地区 大井、受人     、渡人     、申請地 一志町井

関下名倉    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４２１㎡外１筆、合計面

積８４２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光
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発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３６７．３６㎡、パネルの設置率は、転用面積の４３．

６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       １２ページをお願いします。 

       番号９、地区 波瀬、受人     、渡人     、申請地 一志町波

瀬大久保    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，０３４㎡外１筆、合

計面積１，９２３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅及びドッグラン用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１０、地区 家城、受人     、渡人     、申請地 白山町

二俣キトラ    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積２，５７８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地の持分２分の１を譲り受け、

共有名義とし、申請地を地元地区の広場とするものですが、平成１３年８月か

らこの目的で利用しており、始末書の提出がありますことから追認しようとす

るものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１１、地区 川口、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 白山町川口城ノ前    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積４１８㎡外２筆、合計面積９７９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４７５．２㎡、設置率は、４８．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１３、地区 八ッ山、受人 （株）     代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町山田野小山田    、台帳地目 田、現況

地目 雑種地、面積２２５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２８８．６４㎡、一体利用地を含む実測面積が５３９．

３６㎡でありますことから、設置率は、５３．５％になります。 

       なお、申請地は、平成８年ごろに埋め立て造成されており、所有者から始末

書が提出されております。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１４、地区 丹生俣、受人     、渡人     、申請地 美杉

町丹生俣西又    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１８５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものですが、平成８年ごろ申請地の一部に物置を建てており、渡し

人から始末書が提出されております。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１５、地区 下多気、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下多気漆    、台帳地目・現況地目とも田、面積６２８㎡外２筆、合計

面積１，５０８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 
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       パネル設置面積は、１，０４４．６８㎡、設置率は、一体利用地を含む全体

面積１，７４０㎡の６０％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１６、地区 下多気、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下多気漆    、台帳地目・現況地目とも田、面積２３２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、先ほどの申請地

と一体利用の上、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，０４４．６８㎡、設置率は、一体利用地を含む全体

面積１，７４０㎡の６０％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１７、地区 下多気、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町下多気漆    、台帳地目・現況地目とも

田、面積６１８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，６４０㎡、設置率は、一体利用地を含む全体面積２，

７７３㎡の５９．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１８、地区 下多気、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町下多気漆    、台帳地目・現況地目とも

田、面積２４７㎡、１３ページをお願いします。外１筆で合計面積７４９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５９０．４㎡、設置率は、７８．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１９、地区 下多気、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町下多気漆    、台帳地目・現況地目とも

田、面積５６９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、番号１７及び番

号２０の申請地と一体利用の上、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，６４０㎡、設置率は、一体利用地を含む全体面積２，

７７３㎡の５９．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２０、地区 下多気、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町下多気漆    、台帳地目・現況地目とも

田、面積８２６㎡外１筆、合計面積１，５８６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、番号１７及び番

号１９の申請地と一体利用の上、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，６４０㎡、設置率は、一体利用地を含む全体面積２，

７７３㎡の５９．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２１、地区 下多気、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町下多気漆    、台帳地目・現況地目とも

田、面積７６９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 
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       パネル設置面積は、５９０．４㎡、設置率は、７６．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       合計のところでございますが、１件取り下げがございましたので、訂正をお

願いします。 

       議事参与の制限に該当する分を含めました全体の件数は２０件になります。 

       また、合計面積は、２万７２２㎡を１万９，７４４㎡に、このうち田はその

ままで、８，７８９㎡、畑の１万１，９３３㎡を１万９５５㎡に訂正いただき

ますようお願いします。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局、説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意見

をお伺いします。１番、２番、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。先日７日の日に現地確認をしてまいりまして椋下委員、事

務局職員、諸戸部会長、私、地元推進委員で行ってまいりました。場所は  

  神社から北へ約６０ｍのところで、譲受人の自宅に隣接する畑で、事務局

の説明どおり何ら問題ないと思います。 

       それと、２番が、これは    の信号から北へ約５００ｍ行ったところで

    の入り口付近です。これも何ら問題ないと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番から６番まで、お願いします。 

 

椋下委員   ７番 椋下でございます。まず３番ですが４月７日の日に、１，０００㎡を

超えていることから会長、部会長、田口委員、地元推進委員、事務局外４名で

現地確認をさせていただきました。場所は    のバス停から東へ約２００

ｍのところでございまして、事務局の説明どおり問題はないと考えます。 

       次に４番でございますが、これは１，０００㎡未満であることから４月７日

の午前中に部会長、田口委員、地元推進委員、事務局職員、私とで見てまいり

ました。場所につきましては    から南へ約４００ｍのところでございま

して、事務局説明の説明どおり何ら問題はないと考えます。 

       次に５番でございますが、これにつきましては１，０００㎡を超えておりま

すことから４月７日の午後に会長、部会長、地元推進委員、事務局長外４名で

確認をさせていただきました。場所については先ほどの３番と同じところでご

ざいます。事務局説明のとおり何ら問題はないと考えます。 

       次に６番でございますが、これも１，０００㎡を超えておりますもので、会

長、部会長、地元推進委員、事務局長外４名で確認をさせていただきました。

場所については    地区より南へ約２００ｍのところでございまして、 

   沿いでございます。これも、事務局説明のとおり何ら問題はないと考え

ますもので、よろしくご審議願います。 

       以上でございます。 

 

議  長   ありがとうございます。８番、９番お願いします。 
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宮本委員   １４番 宮本でございます。まず８番ですが、去る４月６日の日守山会長、

私、地元推進委員の立ち会いのもと事務局の説明を受けました。隣には既に太

陽光が設置されていることから、何ら問題ないと思います。 

       次に９番は１，０００㎡を超えていることから、地元推進委員、事務局長以

下全員で見ていただきました。転用目的のドッグランというのは自家用の犬の

運動場的な物で、既に地元からは了解は得ております。何ら問題はないと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。１０番、お願いします。 

 

西森委員   １７番 西森です。これも４月７日、１，０００㎡を超えるということで守

山会長、諸戸部会長、事務局、地元の中谷、西森両委員、地元推進委員で現地

立ち会いのほうさせていただきました。申請地は    地内の真ん中に位置

し、これまで地元の憩いの場として使用してきました。何ら問題はないと判断

させていただきました。 

       以上です。 

 

議  長   １１番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。４月７日の日に西森、中谷の両委員、地元推進委員、白

山総合支所事務局職員２名で確認をしてまいりました。場所は    より東

へ約５０ｍのところです。地目は畑ですけれども現状は保全管理をされていた

とのことで、何ら問題はないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。１３番、お願いします。 

 

西森委員   １７番 西森です。これも４月７日の日に中谷、西森の両委員、白山総合支

所事務局職員２名、それから施工業者と渡人で立ち会いをさせていただきまし

た。現地は    郵便局から約１キロ走った右手にあり、    へ抜ける

道沿いです。道路に面しているという場所であることから、施工業者からは太

陽光事業には適地と伺いました。当該地の裏には住宅が建っていましたが、既

に事業計画を説明済みで承諾を得たということで、何も問題はないというよう

に判断をさせていただきました。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。１４番から２１番まで、お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。まず１４番を説明します。譲受人は隣接する宅地を購入

し、この地に定住するため駐車場を取得したいとのことでした。宅地との一体

化利用ということです。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

       それから、１５番から２１番までは、譲受人はすべて同じ方ですが、太陽光

事業の拡大ということです。何ら問題がないと思いますのでよろしくお願いし

たいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       皆さん方に説明をいただきましたが、それでは、議事参与の制限に該当しな

い案件につきましてご審議をいただきます。どうですか、皆さん、よろしいで

すか。 
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部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   ただいま審議をいただきました案件について、ご異議ございませんか。よろ

しいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。これら案件につきまして、許可することを決定したい

と思います。 

       続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（賃貸借権）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

       番号１、地区 榊原、借人     、貸人     、申請地 榊原町西

出    、台帳地目・現況地目とも田、面積１９㎡外２筆、合計面積５９３

㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、一体利用地を含め４４２．８㎡、パネル設置率といたし

ましては、全体面積９１３㎡の４８．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 家城、借人     、貸人     、申請地 白山町北

家城下出    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積８２㎡外１筆、合

計面積２０４㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に１年更新の賃貸借権を設定し、

申請地を駐車場用地とするものですが、平成２７年８月からこの目的で利用し

ており、貸人から始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件で、合計面積は、７９７㎡、このうち田が５９３㎡、畑が

２０４㎡でございます。 

       いずれの案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、地元委員の説明をいただきます。 

 

椋下委員   ７番 椋下でございます。１番ですが、これも４月７日の日に部会長、田口

委員、地元推進委員、事務局事務局とで見てまいりました。場所は、    の

西約５０ｍのところでございまして、事務局の説明のとおり何ら問題はないと

考えますので、よろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 
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西森委員   １７番 西森です。これも４月７日、中谷委員、西森、地元推進委員、白山

総合支所事務局職員、それから借人というメンバーで現地立ち会いのほうをさ

せていただきました。場所ですが、    から    へ走り    から

少し西へ入った集落沿いで、    沿いの公園付近です。周りには集落があ

って、その真ん中にあった畑を駐車場として利用したいと伺いました。現状的

には何の問題もないという判断をさせていただきました。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思

います。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第５号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することを決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（使用貸借）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

       番号１、地区 久居、借人     、貸人     、申請地 久居小野

辺町畑山新田    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積３７７㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年の使用貸借権を設定し、申

請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 久居、借人     、貸人     、申請地 久居明神

町大沢池田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４８７㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に３０年間の使用貸借権を設定し、

申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 波瀬、借人     、貸人     、申請地 一志町波

瀬清水    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２９９㎡。 

       申しわけありません。転用面積に変更の申し出がありましたので、訂正をお

願いします。 

       転用されますのは、全体面積２９９㎡のうちの一部で、１１９㎡、２９９㎡

のうち１１９㎡の転用になります。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年の使用貸借権を設定し、申

請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は３件で、合計面積は、先ほどの訂正分を差し引きしまして、１，
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１６３㎡を９８３㎡に、田の面積はそのままで、３７７㎡、畑の面積が７８６

㎡を６０６㎡に訂正いただきますようお願いします。 

       いずれの案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意見

をお伺いします。１番、２番、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。先日７日の日に現地確認をしてまいりました。１番の場所

は、    の南に面する道路を西向いて走ると    に出ますが、その約

１００ｍ手前です。何ら問題ないと思います。当日は地元推進委員と椋下委員、

事務局職員、私、諸戸部会長とで見てまいりましたけれども、何ら問題ないと

いうことでよろしくお願いします。 

       ２番です。これも７日に行ってまいりました。場所は    の南に面する

道路沿いで、これも何ら問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。６日の日、事務局、守山会長、私とで立ち会いをし、確

認をさせていただきました。一つ質問があるのですが、始末書は出ていますか？ 

 

事 務 局   始末書は出ていないです。 

 

宮本委員   現地確認をした際、既に舗装されて車が置いてある所を宅地にするというこ

とでした。既に舗装され転用されていた現状があったため疑問に思いました。

事務局どう思いますか。 

 

守山委員   １５番 守山です。事務局の説明を受けましたが、今、宮本委員が言われる

ように、県道の    があるところの手前が、現在、駐車場になっていた。 

 

宮本委員   今回、宅地に転用するところが既に舗装されています。既に駐車場として使

われている。始末書が出てきたらそれでいいと思うけれど、始末書は出ていな

いですよね。 

 

事 務 局   出ていないです。 

 

議  長   どうですか。その部分だけ始末書を出してもらうということで。 

 

事 務 局   そうですね。現況が既に舗装されておるということであれば、その部分の始

末書を提出して頂き、それを条件に許可書を引き換えに出すという形で。 

 

議  長   そうしてください。それで確認しておいてください。 

 

事 務 局   わかりました。 
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議  長   条件付きで。 

そういうことでよろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 はい＞ 

 

議  長   議案番号３番だけ条件付きでということで、あとはそのままということで。 

       では、第６号議案については許可することと決定させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

       続きまして、議案第７号 非農地証明願について議題とします。事務局、説

明願います。お願いします。 

 

事 務 局   議案書は１６ページをお願いいたします。 

       議案第７号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 久居、願出者     、申請地 久居明神町西大釜   

 、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積６５４㎡外３筆、合計面積６，９１

３㎡。 

       これにつきましては、提出されております平成４年１０月２８日国土地理院

撮影の航空写真により、申請地は、この時既に山林化していることが確認でき

ます。 

       このことから、申請地は、農地以外の用に供され２０年以上が経過している

土地であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えない

ものと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意見

をお伺いします。１番、お願いします。お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。７日の日に守山会長、事務局、地元推進委員、私、諸戸部

会長で現地確認してまいりました。場所は    の前に    があり、 

   との間に位置します。別に何ら問題ないと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見がありましたらお聞

きします。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第７号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については証明することに決定し

たいと思います。 
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       次に、別冊でお配りしました議案第８号 経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画の決定について議題とします。事務局、説明願い

ます。お願いします。 

 

事 務 局   議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で２万５，６７６㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で２，０４７㎡、契約件数は３０件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１０万４，０１８㎡、畑

の賃貸借で１，３０８㎡、契約件数は７８件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で４万９，８７５．９１㎡、

契約件数は２４件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で５，８４１㎡、契約件数

は３件でございます。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１８万５，４１０．

９１㎡、畑の集積が賃貸借、使用貸借で３，３５５㎡、合計契約件数は１３５

件、合計面積は１８万８，７６５．９１㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区で８件、一志地区３４件、白山地区

１１件、美杉地区２件、合計で５５件、合計面積は１４万１，９２７㎡でござ

います。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが。 

       今回の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当する案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご

配慮いただきますようよろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       今回の案件のうち、初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当の案件になりますので、これを先に審議をいただきます。 

       まず初めに、整理番号１１７外２件についてです。 

           委員、一時退室願います。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この３件についていかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、この案件につきましては適正であると認め、市長に進達すること

といたします。 

       入室お願いします。 
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       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号１番外１０８件の    に関する分です。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、この案件についてどうですか。皆さん。ご異議ありますか。よろ

しいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   では、この案件につきましては適正であると認め、市長に進達することとい

たします。 

       入室願います。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   では、次に、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願い

します。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま、審議をいただきました案件について、

ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       この案件につきましても適正であると認め、市長に進達することといたしま

す。 

       以上で、本部会に付議されました議案は全て審議をいただきました。ありが

とうございます。 

 

 

 

                                 午後３時１４分 

 

 

上記は、第４回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２９年４月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


